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（広報資料） 

平成１７年７月１日 

 

産 業 観 光 局 

                         担当 農林振興室農業振興整備課 

                            ２２２－３３５２ 

京都市宇津峡公園の指定管理者の募集について 

 

 京都市ではこの度，京都市宇津峡公園の指定管理者を，下記のとおり募集することとし

ましたので，お知らせします。 

記 

１ 施設名 

  京都市宇津峡公園 

２ 施設の所在地 

  京都市右京区京北下宇津町向ヒ山 1 番地 

３ スケジュール 

  要項及び申請書類様式の配布      平成１７年７月１日～７月１１日 

  質疑の受付              平成１７年７月４日～７月１１日 

  質疑の回答              平成１７年７月１９日 

  申請の受付開始            平成１７年７月２５日 

  申請の受付締切            平成１７年７月２９日 

  書類選考，ヒアリング，実地調査    平成１７年８月１日～ 

  指定候補者の選定           平成１７年９月中旬 

  管理開始               平成１８年４月１日 

４ 募集要項の配布場所 

  京都市産業観光局農林振興室農業振興整備課 

  （京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地 京都市役所本庁舎１階） 

５ その他 

  平成１５年９月に施行された改正地方自治法を受けて，京都市では平成１６年３月に

「京都市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例」を制定しました。 

今回の募集は，この条例に基づき指定管理者となろうとする者を公募しようとするも

のです。 

（別添） 

 京都市宇津峡公園指定管理者募集要項 
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京都市宇津峡公園指定管理者募集要項 

 

 京都市が設置している京都市宇津峡公園（以下「宇津峡公園」という。）について，京

都市公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する条例第２条の規定に基づき，当該施

設の設置目的を効果的に達成することができる指定管理者を募集します。 

１ 申請の資格 

  申請資格は，次の各号に掲げる条件に該当する団体とします。 

(1) 京都市内に主たる事務所を置き，自然災害等の緊急時に迅速な対応を取れる体制

を確保できる団体であり，類似施設の管理及び運営を概ね２年以上運営している

団体であること。 

(2) 団体又はその代表者が契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得な

い者でないこと。 

(3) 代表者，役員又はその使用人が刑法９６条の３又は第１９８条に違反する容疑が

あったとして逮捕若しくは送検され，又は逮捕を経ないで公訴を提起された日か

ら２年を経過しない者でないこと。 

(4) 団体又は代表者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第３条又は第

８条第１項第１条に違反するとして，公正取引委員会又は関係機関に認定された

日から２年を経過しない者でないこと。 

(5) 団体又は代表者が指定管理者として行う業務に関連する法規に違反するとして関

係機関に認定された日から２年を経過していない者であること。 

(6) 団体又は代表者が指定暴力団の構成員でないことの他契約の相手方としてふさわ

しくない者でないこと。 

(7) 租税公課を滞納していないこと。 

２ 施設及び業務の概要 

(1) 施設 

名  称  京都市宇津峡公園 

所 在 地  京都市右京区京北下宇津町向ヒ山１番地 

敷地面積  ２２，７００．００平方メートル 

主な施設  管理棟（木造平屋建）１５３平方メートル 

      コテージ（木造平屋建ロフト付き）７２平方メートル×３棟 

          （木造平屋建２戸１ロフト付き）６６平方メートル×２棟 

      炊事棟（木造平屋建）４６平方メートル×２棟 

      オートキャンプ場２１区画（１区画１００平方メートル） 

      駐車場４７台 ディキャンプ場（河川敷） 



 

3

(2) 業務の概要 

 ア 概要 

指定管理者は，京都市宇津峡公園設置目的である，自然豊かな美しい景観のな

かで，訪れた人々が自然に触れあいながら，野外活動の体験を通じて健康増進と

交流を深め，併せて山村地域の振興に資することを主観において，安全かつ快適

に利用できるようにするための施設管理（施設案内、監視体制の整備、衛生的環

境の確保、火災・盗難など事故・事件の予防等）及び施設設備の良好な維持管理

に努めていただき，その他関係法令を遵守し，常に公共性の保持に努めていただ

きます。 

 イ 具体的業務範囲 

   具体的な業務の範囲は，次のとおりです。 

  ① 施設の利用の許可に関すること 

  ② 施設等の維持及び修繕に関すること 

  ③ 施設等の利用に係る料金の収受に関すること 

  ④ その他施設等及び宇津峡公園の区域内の自然環境を市民の利用に供すること 

 

３ 運営に係る基本的事項 

(1) 基本的事項 

 ア 開園期間 

   毎年１月５日から１２月２７日 

 イ 利用料金 

   京都市宇津峡公園条例に基づき，利用者に負担していただきます。 

指定管理者が，条例の範囲内で市長の承認を得て定めた額を，利用者から徴収し

ます。 

 ウ 休園日 

   水曜日（水曜日が国民の祝日に関する休日（以下「休日」という。）に当たる

ときは，その翌日） 

 エ 管理人数 

   巡回管理人を含めて適正な管理ができるよう応募者が判断してください。 

(2) 指定期間 

平成１８年４月１日から平成２３年３月３１日までを予定しています。 

(3) 仮の協定書の締結 

公募による審査を行い，指定管理者の候補となる者を選定した後に，詳細につ

いて仮の協定書を取り交わすこととします。 
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(4) 備品購入 

指定期間の当初において必要と認める備品は，本市が無償で貸与します（別紙備

品台帳のとおり）。 

なお，指定期間中に追加で必要となる備品については，指定管理者の負担とします。 

(5)  業務の再委託 

包括的な業務の再委託については，認められません。個別の業務の再委託について

は，本市との協議が必要です。 

(6)  指定管理者の収入 

利用料金については，指定管理者の収入とし，その範囲で宇津峡公園の管理運営に

係る費用を支出していただきます。 

(7) 納税義務 

指定管理者は，消費税，法人税，法人事業税，事業所税等の納税義務を負う場合が

ありますので，納税に関することは，所轄の税務署等の関係機関に確認願います。 

(8) 本施設の修繕 

  施設全体に係る大規模改修については，指定管理者の責に帰すべき事由があると認

められる場合等を除き，京都市の負担を基本としますが，その他の修繕（施設の劣化

した部分・部材又は低下した性能・機能を原状（初期の水準）又は実用上支障のない

状態まで回復させるものをいう。）については，指定管理者の負担を基本とします。 

(9) その他 

指定管理者が行う施設の管理の適正を期すために，本市が行う指示に従わないとき，

その他指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは，地方自

治法第２４４条の２第１１項に基づき，指定管理者の指定を取り消し，又は期間を

定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じることがあります。 
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４ 選定の手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

 

５ 申請手続 

(1) 申請方法 

下記により，書類を提出して下さい。 

ア 提出書類 

「提出書類一覧」（別紙１）のとおり  

イ 提出期間 

平成１７年７月２５日（月）から平成１７年７月２９日（金）まで 

受付時間は，９時から１７時まで 

※書類の確認を行いますので，提出に際しては事前に電話の上，ご来庁下さい。 

 

 

平成１７年７月１日（金） 募集要項の発表 

 ↓ 

平成１７年７月 １日（金） 

    ～７月１１日（月） 
要項及び申請書類様式の配布 

 ↓ 

平成１７年７月 ４日（月） 

    ～７月１１日（月） 
質疑の受付 

 ↓ 

平成１７年７月１９日（火） 質疑の回答 

 ↓ 

平成１７年７月２５日（月） 申請の受付開始 

 ↓ 

平成１７年７月２９日（金） 申請の受付締切 

 ↓ 

平成１７年８月１日（月）～ 書類選考，ヒヤリング，実地調査 

↓ 

選定委員会の意見聴取  

       ↓ 

平成１７年９月中旬 選定候補者の選定 
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ウ 提出場所 

京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地 

京都市産業観光局農林振興室農業振興整備課 

電話 ０７５－２２２－３３４７（直通） 

(2) 質疑及び回答 

この要項に関する質疑及び回答は，次のとおりとします。 

  ア 質疑者の資格 

    本要項中「１ 申請の資格」を満たす者とします。 

イ 質疑の方法 

質疑の方法 受付期間及び受付場所等 

受付場所 

 平成１７年７月４日（月）～７月１１日（月） 

９時から１７時まで（土日は除く） 

 質疑の要旨を簡

潔にまとめ，文書

を 持 参 し て 下 さ

い。 受付場所等 

 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地 

 京都市産業観光局農林振興室農業振興整備課 

  ウ 回答 

    回答は，平成１７年７月１９日（火）までに質疑者全員に書面で送付します（受

領後，その旨を電話連絡すること。）。質疑回答書は，この要項と一体のものとし

て，要領と同等の効力を有するものとします。ただし，やむを得ない事情により回

答の送付が遅れる場合は，質疑者全員に対し別途連絡します。 

    なお，質疑回答書は，上記受付場所においても希望者に配布等を行います。 

(3) 申請書類の提出 

提出する書類については，別紙「提出書類一覧」を参照して下さい。 

なお，提出期限後において，提出された書類の内容を変更することはできません。 

また，提出書類に虚偽の記載があった場合は，失格とします。 

(4) 追加書類の提出 

本市が必要と認める場合は，追加書類の提出を求める場合があります。 

(5) ヒヤリングの実施 

  本市が必要と認める場合は，申請書類の提出後に，申請者に対してヒヤリングを

実施します。 

(6) 申請者が運営する類似施設等の実地調査 

本市が必要と認める場合は，申請者が運営する類似施設等の実地調査を行います。 
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(7) 著作権の帰属等 

  申請書類の著作権は申請者に帰属します。ただし，本市は指定候補者の選定の公

表等必要な場合には，申請書類の内容を無償で使用できるものとします。 

  なお，申請書類は理由の如何に関わらず返却しません。 

(8) 費用の負担 

申請に関する費用は，すべて申請者の負担とします。 

(9)  資料の取扱い 

  本市が提供する資料は，申請に係わる検討以外の目的で使用することを禁じます。

また，この検討の目的の範囲内であっても，本市の了承を得ることなく，第三者に

対して，これを使用させたり，又は内容を提示したりすることを禁じます。 

(10)  留意事項 

   申請者が，指定候補者の選定に関して選定委員会の委員と接触することを禁じます。

接触の事実が認められた場合には失格となることがあります。 

 

６ 指定候補者の選定 

(1) 指定候補者の選定方法 

本市が設置する選定委員会の意見を聴取した上，市長が決定します。主な審査項目

は別紙のとおりです。なお，審査の結果，該当者なしとする場合があります。 

(2) 審査結果 

   指定候補者の選定は，平成１７年９月中旬の予定です。審査結果については，申請

者全員に文書で通知します。 

(3) 指定候補者の選定等の公表 

指定候補者の選定後，申請の概況（経過，申請者名等），選定した指定候補者名及

び審査内容の概要については，公表します。  

(4) 仮協定書の締結 

指定候補者の選定後，仮の協定書を締結します。 

(5)  市会の議決 

指定候補者の選定後，地方自治法の規定に基づき，指定候補者を指定管理者に指定

する議案を京都市会に付議し，議決を受けることになります。ただし，市会の議決

を経るまでの間に，指定候補者を指定管理者に指定することが著しく不適当と認め

られる事情が生じたときは，指定候補者の選定を取り消すことがあります。 

なお，市会の議決が得られなかった場合及び否決した場合においても，指定候補者

が宇津峡公園の運営事業を実施するために支出した費用，提供したノウハウ等の対

価等については，一切補償しませんのでご了承ください。 
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７ 要項の遵守 

  指定候補者が，この要項に反した場合は，指定候補者の選定を取り消すことがありま

す。 

 

８ 問い合わせ先 

  京都市産業観光局農林振興室農業振興整備課 

  〒６０４－８５７１ 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地 

  電話 ０７５－２２２－３３４７  ＦＡＸ ０７５－２２１－１２５３ 
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京都市宇津峡公園指定候補者審査項目 

今回，申請者から提出された書類については，京都市宇津峡公園設置目的である，自然

豊かな美しい景観のなかで，訪れた人々が自然に触れあいながら，野外活動の体験を通じ

て健康増進と交流を深め，併せて山村地域の振興に資することを主観において，下記の項

目に基づき審査を行います。 

１ 現時点における申請者の状況について 

(1) 組織の安定性 

申請者の組織規模及び財務状況について 

(2) 管理運営適性 

 ア 基本理念等について 

 イ 同業種等の管理・運営実績 

２ 今回申請する施設に関する事業運営計画について 

(1) 施設運営の方向性 

  ア 管理運営の基本方針 

  イ 利用率向上策 

(2) 管理運営体制 

  ア 施設運営職員体制（地元雇用優先） 

  イ サービスの質の確保 

(3) 地域との連携について 

地域との連携を図るための具体策 

(4) 施設の維持管理について 

施設の管理基準及び管理体制 

(5) 危機管理体制 

事業運営上の体制（情報管理，廃棄物等環境問題等） 

施設・設備管理上の体制（事故・災害等の防止策及び対応策） 

自然災害等の緊急時の体制（迅速な対応の確保） 

３ 経営計画 

(1) 経営の安定性 

  ア 資金調達 

  イ 経営計画の実現可能性（収入面及び支出面） 

(2) 費用対効果の向上について 

 ア 経費削減 

 イ 運営経費の適切性 

４ その他  ５年間の経営方針，事業収支計画 



 

10

審査項目及び審査基準 

審査項目 

大項目 中項目 小項目 

 
審査基準 

 

採点 

理念及び運営状況 理念及び運営状況 公正な運営が行われているか 3 
団体の運営実績 

財政基盤 財政基盤 健全かつ安定した財政実績を有するか 3 

運営状況 良好かつ豊富な運営実績を有するか 3 

法令遵守等 関係法令等を遵守した運営が行われているか 3 

健全な組織体制 健全な組織体制が確保されているか 3 

適正なサービス提供体制 適正なサービス提供体制が確保されているか 3 

利用者保護の観点 利用者保護が確保されているか 3 

類似施設等の運営 

実績 

運営実績 

サービスの質の向上の取組 サービスの質の向上の取組が確保されているか 3 

運営方針 運営方針 管理運営の基本方針が示されているか 3 

利用率向上策 利用率向上策 施設利用率向上策が示されているか 14 

管理運営体制 施設運営職員体制 健全な運営職員体制が確保されているか（地元採

用） 

14 

サービスの質の確保 サービスの質の確保 不断にサービスの質の向上が図れる体制であるか 3 

地域との連携体制 地域との連携体制 地域との連携を図るための具体策が示されているか 14 

施設維持管理 施設維持管理 施設の管理基準及び管理体制が示されているか 3 

事業運営計画 

危機管理体制 危機管理体制 事業運営及び施設・設備管理上のトラブルに関する

防止策及び対応策が確立されているか，自然災害等

の緊急時に迅速な対応を取れる体制が確保できてい

るか。 
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経営の安定性 資金調達 資金調達等経営の安定性が保たれているか 3 

 経営実現可能性 収入支出面が経営実現に向け確立されているか 3 

費用対効果の向上 費用対効果の向上 経費節減計画が具体的に示されているか 3 

経営計画 

 運営経費の適正化 運営経費が適切に示されているか 3 

５年間の経営方針 ５年間の経営方針が示されているか 3 その他 今後の経営方針等 

５年間の事業収支計画 ５年間の事業収支計画が示されているか 3 
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施設名 NO. 品名 数量 単価 金額 備考
1 両袖事務机 1 95,500 95,500
2 片袖事務机 2 62,500 125,000
3 事務椅子 1 47,000 47,000
4 事務椅子 2 38,200 76,400
5 保管庫 5 57,000 285,000
6 トレーユニット 2 101,900 203,800
7 角テーブル 1 33,800 33,800
8 LKロッカー 1 45,800 45,800
9 クリーンロッカー 1 32,300 32,300
10 ショーケース 1 262,000 262,000
11 ビジネスキッチン 1 87,200 87,200
12 耐火金庫 1 106,000 106,000
13 電子レジスター 1 168,000 168,000
14 冷蔵庫 1 123,000 123,000
15 21型カラーテレビ 1 35,000 35,000
16 業務用クリーナー 1 33,000 33,000
17 恒温庫 1 1,570,000 1,570,000
18 ライスタンク(120kg) 1 119,000 119,000
19 寝具一式 1 45,000 45,000
20 カラーワープロ 1 200,000 200,000
21 壁掛黒板(ホワイトボード) 1 25,000 25,000
1 ビジネスキッチン 7 87,200 610,400
2 ダイニングテーブル 7 60,000 420,000
3 ダイニングチェアー 42 31,000 1,302,000
4 ダイニングワゴン 3 30,000 90,000
5 クリーンロッカー 1 32,300 32,300
6 14型カラーテレビ 7 40,000 280,000
7 電磁調理専用半寸胴鍋 7 43,400 303,800
8 電磁調理専用外輪鍋 7 41,500 290,500
9 寝具一式 21 45,000 945,000
1 レンタル用テント 16 173,250 2,772,000
2 テント用マット 20 21,000 420,000
3 軽トラック 1 886,468 886,468
4 イベント用テント 2 115,500 231,000
5 芝刈機 1 375,900 375,900
6 芝刈機 1 18,000 18,000

京都市宇津峡公園備品台帳

管理棟

小川テント　
スバルSDX 4WD
H4号　OT-21式(2間×3間)
ニュージャンボロータリー芝刈機

ニチワ24㍑ Φ360×240
ニチワ24㍑ Φ360×120
敷布団・掛布団・枕
小川テント　295×400×195

コクヨCD-W90
コクヨCT-W10N    420×620×800
コクヨCLK-Z35M   455×515×1790
ナショナル　TH-14Z3

シャープWD-M600
コクヨBB-H234MW 1200×70×908
コクヨBK-W12W    600×420×1800
コクヨCT-28     1500×900×700

ナショナルMC-G220 集塵容量5.0㍑
ホシザキHCR-15DB 1800×800×1890
アイホRT-121 500×500×1360
敷布団・掛布団・枕

コクヨHS-AL20KM-6T 455×479×677
カシオCE-2500-15S 330×360×265
ナショナル3ドアー249㍑ NR-C25M1
ナショナル　TH-14Z3

コクヨLK-3M      900×515×1790
コクヨCLK-Z35M   455×515×1790
コクヨYG-ZHA4202 SL 1200×600×950
コクヨBK-W12W    600×420×1800

コテージ

その他

規格・寸法
コクヨSD-BS147D3 1400×700×700
コクヨSD-BS107L3 1000×700×700
コクヨCR-288ZK G2V
コクヨCR-287ZK G2V
コクヨBWA-S09D N 900×494×900
コクヨBWA-P3209D 900×494×900
コクヨAT-212MN  1200×750×700
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             提出書類一覧             【別紙】 

１．事業者の概要・財務状況等 

書類 NO. 提出書類 主な記載事項 部数 

 申請書 指定施設の名称 １ 

Ⅰ-１ 事業者の連絡先 担当者名，役職，電話番号等 ２ 

(1) 沿革【様式任意】 

＊既存のもので可。ただし，時系列で記載し，事業内容

についても具体的に記載されたもの 

 

２ 

(2)代表者の履歴【様式任意】 ２ 

(3)役員名簿【様式任意】 

＊既存のもので可。ただし，他団体の役員を兼ねている

場合は，団体名と役職を記載する。 

 

２ 

(4)団体の概要【様式任意】 

＊既存のもので可。 

 

２ 

Ⅰ-２ 事業者の概要 

(5)団体の運営に関する資料【様式任意】 

＊経営理念・方針とその実現，経営の効率性や透明性の

確保，管理・チェック体制などがわかる資料を添付す

る。 

 

 

２ 

Ⅰ-３ 定款等 最新のもの【様式任意】 ２ 

Ⅰ-４ 法人登記簿謄本 申請日前３箇月以内に発行されたもの 1 

Ⅰ-５ 印鑑証明書 申請日前３箇月以内に発行されたもの １ 

(1)最近２年間の決算書類【様式任意】 

＊法令等に基づき作成された決算書類，財産目録等事業

報告書一式及び決算付属明細表 

＊現在経営（運営受託施設を含む）施設の決算書類も含

む。 

 

 

２ 

Ⅰ-６ 決算書等 

 

 

 

(2)最近２年分の補助金，公的機関からの融資，寄附金

等の状況【様式任意】 

 

２ 

Ⅰ-７ 納税証明書等 平成１７年４月１日以降に発行された直近２年分の原本

①国税（法人税及び消費税）未納のないことの証明 

②市税（法人市民税及び固定資産税） 

 

 

１ 

 

２．現在経営している施設の状況等（運営を受託している施設を含む） 

書類 NO. 提出書類 主な記載事項 部数 

Ⅱ 類似施設の運営

の実績 

(1)過去２年間の年間活動報告書，年間利用状況報告書 

＊パンフレット等があれば添付する。 

(2) 公園施設等の運営に関する方針，事業実績を記載す

る。 

(3) 過去２年間の監査指定事項及び改善状況をすべて記

載する。 

 

２ 

 

３．事業運営に関する計画 

書類 NO. 提出書類 主な記載事項 部数 

Ⅲ-１ 施設運営の理念 運営方針等 

 今回募集する施設において実施する事業についての考

え方等を記載する。 

 

４ 
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Ⅲ-２ 職員配置及び 

勤務体制 

職員配置の考え方 

 職名，職員数，勤務体制 

 

４ 

(1)人材確保，採用計画の考え方 ４ 

(2)人材育成，研修体制の考え方 ４ 

Ⅲ-３ 人材確保・育成 

 

 
(3)職員の人事考課の考え方 ４ 

Ⅲ-４ 職員の勤務条件 (1) 職員の勤務条件の考え方 

(2) 給料体系 

＊就業規則及び賃金規則等の添付 

 

４ 

Ⅲ-５ サービスの提供

内容について 

実施を予定している事業・イベント等の内容について，

具体的に記載する。 

 

４ 

Ⅲ-６ サービスの質の

確保・向上 

適切なサービスの検討の方法及び標準化の方策，利用者

の意見の徴取と反映，苦情処理，情報管理，事業者の自

己情報の開示状況等 

 

４ 

Ⅲ-７ 安全管理 事故，感染症及び食中毒の防止並びに災害への対応・備

え等に関する考え方を記載する。 

緊急時の対応策（利用者間でのトラブル等） 

 

４ 

Ⅲ-８ その他の取組 その他，特に計画していること，提案したいことを具体

的に記載する。【様式任意】 

 

４ 

４．経営管理に関する計画 

書類 NO. 提出書類 主な記載事項 部数 

Ⅳ-１ ５年間の経営方

針 

施設運営において，事業の質の確保と経営の効率性のバ

ランスをどのように図っていくかという観点から計画を

策定 

 

４ 

Ⅳ-２ 事業収支計画表 今後５年間の収支見込 ４ 
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京都市宇津峡公園指定管理者指定申請書 

（あて先）京都市長 桝本 賴兼 年  月  日 
申請団体の主たる事務所の所在地 

 

申請団体の名称及び代表者名（記名押印又は署名） 

 

電話   ― 

 

京都市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第３条の規定により，指定管理者の

指定を申請します。 

 

指定施設の名称 

 

 

注）この申請書には，次に掲げる書類を添付してください。 

（１）事業者の概要に関する書類 

①事業者の連絡先（２部）   ②団体の沿革について（２部） 

  ③代表者の履歴（２部）      ④役員名簿（２部） 

  ⑤団体の概要（２部）       ⑥団体の運営に関する資料（２部） 

  ⑦定款（２部）          ⑧法人登記簿謄本（１部） 

  ⑨印鑑証明書（１部）       ⑩最近２年間の決算書類（２部） 

  ⑪最近２年間の補助金，公的機関からの融資等の状況（２部） 

  ⑫納税証明書（１部） 

（２）現在経営している施設の状況に関する書類 

   現在経営している施設の状況（２部） 

（３）事業運営に関する計画 

  ①施設運営の理念（４部） 

  ②職員配置の考え方（４部） 

  ③人材確保・育成の考え方（４部） 

  ④職員の勤務条件の考え方（４部） 

  ⑤サービスの提供内容について（４部） 

  ⑥サービスの質の確保・向上（４部） 

  ⑦安全管理（４部） 

  ⑧その他の取組（４部） 

（４）経営管理に関する計画 

  ①５年間の経営方針（４部） 

  ②事業収支計画表（４部） 
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【様式Ⅰ-１】 

事業者の連絡先 

 

団 体 名 

 

 

 

指定施設の名称 

 

 

担当者 
ふ り が な 

 

 

役職名 

 

住 所 
〒 

 

 

 

連絡先 

 

 

電 話 

 

℡              FAX 

担当者 
ふ り が な 

 

 

役職名 

 

住 所 
〒 

 

 

 

連絡先 

 

 

電 話 

 

℡              FAX 

 

＊連絡先の担当者名は，実務担当者を含め複数名記入願います。 
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【様式Ⅱ】 

 

現在運営している施設の状況 

（１）類似施設等の運営実績 

 

次に掲げる報告書のとおり 

 ①公園事業等年間活動報告書（平成１５～１６年度） 

 ②年間利用状況報告書（平成１５年度～１６年度） 
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【様式Ⅲ-１】 

施設経営の理念 

 

１ 運営方針（事業についての考え方等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ その他 
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【様式Ⅲ-２】 

職員配置の考え方 

 

１ 職員配置 

職種 勤続年数 年齢 備 考 

園長    

職員    

職員    

職員    

職員    

職員    

職員    

 

 

２ 管理体制（２４時間体制） 

 ０時 ８時 １２時 １７時 ２０時 ０時 

      

      

      

      

      

園長 

職員 

職員 

職員 

職員 

職員       
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【様式Ⅲ-３】 

人材確保・育成の考え方 
 

１ 人材確保・採用計画の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

２ 人材育成・研修体制の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

３ 職員の人事考課の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ その他 
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【様式Ⅲ-４】 

職員の勤務条件の考え方 
 

１ 勤務条件 

職種 勤務時間 勤務時間数 休憩時間 有給休暇 

園長  時間／週 分 日 

職員  時間／週 分 日 

職員  時間／週 分 日 

職員  時間／週 分 日 

職員  時間／週 分 日 

職員  時間／週 分 日 

職員  時間／週 分 日 

 

 

２ 給与体系 
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【様式Ⅲ-５】 

サービスの提供内容について 

公園イベント等事業計画書 
 催し・イベント 地域との関連事業  

 

目標 

   

 

４ 

   

 

５ 

   

 

６ 

 

   

 

７ 

 

   

 

８ 

 

   

 

９ 

   

 

１０ 

   

 

１１ 

   

 

１２ 

   

 

１ 

   

 

２ 

   

 

３ 
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【様式Ⅲ-６】 

サービスの質の確保・向上に関する考え方 
 

１ 適切なサービスの検討の方法及び標準化の方策 

 

 

 

 

 

２ 利用者の意見の聴取と反映 

 

 

 

 

 

３ 苦情処理 

 

 

 

 

 

４ 情報管理 

 

 

 

 

 

 

５ 事業者の自己情報の開示状況等 
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【様式Ⅲ-７】 

安全管理についての考え方 
 

１ 事故の防止 

 

 

 

 

 

 

２ 感染症及び食中毒の防止 

 

 

 

 

 

 

３ 災害への対応・備え 

 

 

 

 

 

 

４ 緊急時の対応策（利用者間でのトラブル等） 

 

 

 

 

 

５ その他（取組み等）特に計画していること，提案したいこと。 
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【様式Ⅳ-１】 

５年間の経営方針 
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【様式Ⅳ-２】 

事業収支計画表 

 収 入 支 出 

 

年度 

 

給料 

 

諸手当 

 

社保料 

 

事業費 

 

合計① 

 

利用料② 

 

委託料①-② 

 

１８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２２ 

       

 

合計 

       

 

注）事業費には，職員の健康診断費用及び公園保険を含めた額を計上してください。 
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京都市宇津峡公園利用料 

 

利用名 項目 利用料金 

中学生以上 １人 ３００円
入園料 

中学生以下 １人 ２００円

駐車場 １台 ５００円

定員料金１棟１泊 １５，０００円

人数割増料金１人 ２，０００円

時間割増料金１時間 １，０００円

 

コテージ（定員５名） 

ﾁｪｯｸｲﾝ PM2：00 

ﾁｪｯｸｱｳﾄ AM10：00 

予約金（内金） ５，０００円

１区画 １泊 ５，０００円

時間割増料金１時間 １，０００円

貸テント１張 ２，０００円

持込テント１張 ８００円

 

オートキャンプ場 

ﾁｪｯｸｲﾝ AM11：00 

ﾁｪｯｸｱｳﾄ AM10：00 

予約金（内金） ２，０００円

貸テント１張 ２，０００円
ディキャンプ場 

持込テント１張 ８００円

魚のつかみ取り （魚種）アユ ７月～８月

注） 

①申し込みと同時に予約金を納めてください。 

②利用予定日の前６日以降の取りやめは，キャンセル料として，予約金をお返ししません。 

③園内での打ち上げ花火は禁止しています。 

 

◆問い合わせ・利用申し込み 

 宇津峡公園事務所 

 ℡ ０７７１－５５－１９５０・１９５１ 

 FAX０７７１－５５－１９６０ 
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京都市宇津峡公園使用申込書 
電話番号 車輌番号（ナンバー） 申

込 

人 

（〒  -      ） 

住所 

氏名 
（    ） 

- 

 

チェックイン チェックアウト 

           午前   時 

平成 年 月 日（ ）午後   時 

           午前   時 

平成 年 月 日（ ）午後   時 

中学生以上 ３００円×    名＝ 

入園料 小学生以下 ２００円×    名＝ 

コテージ利用内訳（１棟 定員５名）   号棟 備     考 

定員料金   １５，０００円×   棟×   泊 

人数割増料金  ２，０００円×   人×   泊 

※午後２時～午前１０時 

※予約が必要です 

時間割増料金  １，０００円×   時間 予約料 ５，０００円／棟 

オートキャンプ利用内訳         番区画 備  考 

料    金  ５，０００円×   区画×  泊 

時間割増料金  １，０００円×   時間 

貸 テ ン ト  ２，０００円×    張×  泊 

持 込 テ ン ト    ８００円×    張  

※午前１１時～午前１０時 

※予約が必要です 

予約料 ２，０００円／区画 

コテージ内の備品 

ディキャンプ利用内訳 寝具６人分 冷蔵庫 １

貸 テ ン ト  ２，０００円×    張×   炊飯器 １ テレビ １

持 込 テ ン ト    ８００円×    張  ポット １ トースター １

駐車場料金利用内訳 鍋中小 １ フライパン １

普 通 車    ５００円×    台 ガラスコップ ６ 急須 １

バ ス  １，０００円×    台 西洋皿 ６ 湯飲み茶碗 ６

単 車    ２５０円×    台 中皿 ６ ご飯茶碗 ６

魚の掴み取り（魚種 アユ，７月～８月） 小皿 ６ 汁茶碗 ６

スプン ６ ザル １

ボール １ まな板 １

 

包丁 １  

◆申し込みと同時に予約金を収めてください。 

 振込み先   

      

      

 利用予定日の前６日以降の取りやめは，予約金をキャンセル料としてお返ししません。 

 

 

 

 

 

 

 

 


